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令和６年 第８回 東神楽町農業委員会総会議事録 
 
１．日時 令和６年１０月３０日（水） １５時 から １６時３０分 
２．開催場所 東神楽町役場新庁舎３階委員会室 A 
３．出席委員 １１名   
 会長 １２番 島田 謹介 
 会長職務代理 １番 伴野 善清 
   ２番 安藤 有一 
   ３番 蒔田 義仁 
   ４番 

 ５番 
野々瀬 浩司 
栗本 豊美 

   ６番 伴野 竜太 
   ８番 

 ９番  

前田 哲也 
伊藤 伸也 

  １０番 西村 俊彦 
  １１番 藤田 尚広 
    
    
４．議事日程    

第１  会議録署名委員の指名について  
 第２ 報告第１号 農業委員会の概況報告について  
 第３ 報告第２号 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について 
 第４ 議案第１号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

の決定について 
 第５ 議案第２号 旧農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による要請について 
 第６ 議案第３号 あっせん委員の指名について 
 第７ 議案第４号 東神楽町農業振興地域整備計画の変更について 
 第８ その他  
    
    
     
５．農業委員会事務局職員 
 事務局長 熊谷 俊輔 
 主任 武田 翔太 
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開会 
事務局長  それでは皆さんこんにちは。午前中の農地パトロールに引き続き総会ということでよろしくお

願いいたします。只今の出席委員は１１名であります。定足数に達しておりますので、令和６年

東神楽町農業委員会第８回総会を開会いたします。東神楽町農業委員会憲章を朗誦します。ご起

立願います。今日は２番目になります。私に続いて朗誦願います。ひとつ、農業委員会は、農用

地の確保と有効利用を進め法令に基づく適正な農地行政に努めます。ご着席下さい。それでは会

長からご挨拶をいただきます。 
 
あいさつ 
会長 はい。皆さんこんにちは。東神楽町農業委員会第８回通算７４６回総会にあたりまして、ひと

言ご挨拶申し上げます。本日は、午前中より農地パトロールということで、ご足労いただき大変

ありがとうございました。後ほど総括もありますのでよろしくお願いいたします。先日、選挙が

終わりまして今回、自民党としては過半数割れをしまして、政権の方が農業に対してどのように

なるのか、良い方向に向かえばと思っております。北海道６区としては、自民ではありますが東

さんが当選され、２期目ということで個人的には期待をしているところであります。上川中央部

としては、各市町村の問題点等を汲み取って毎年要望を出していますので、ある程度その要望も

通していただければと思っています。今回、総会案件は少ないかと思いますが、慎重審議よろし

くお願いいたします。 
 
会議録署名委員の指名について 
会長 それでは議事に入ります。日程第１会議録署名委員の指名について、１番伴野代理、２番安藤

委員、よろしくお願いいたします。 
 
【報告】農業委員会の概況報告について 
会長 日程第２報告第１号、農業委員会の概況報告について事務局よりお願いします。 
武田主任  はい。前回総会以降における農業委員会の概況について報告いたします。８月３１日、東神楽

神社例大祭宵宮祭に、島田会長に出席いただいております。１０月１１日、あっせん委員会が行

われまして、伴野代理、伊藤農地部長、野々瀬委員、安藤委員に出席いただいております。皆さ

ん、お忙しい中ありがとうございました。以上です。 
 
【報告】農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について 
会長  続きまして、日程第３報告第２号農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報

告について、事務局より説明お願いいたします。 
武田主任 はい。今回は２件あがってきております。資料は３・４ページになります。前年度より変更点も

なく、報告書類により、農地法第２条第３項及び４項の条件を満たしていることを報告させていた

だきます。以上です。 
会長 ありがとうございました。 
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【議案】旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について 
会長  続きまして、日程第４議案第１号旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について、事務局より説明お願いいたします。 
武田主任  はい。今回、所有権移転が３件、利用権設定の新規案件が１件となっています。３９番。所有権

移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者、北海道農業公社。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況

地目「畑」ほか６筆。総面積が１５７，２０８㎡。こちら売買となっております。所有権移転日は本

日。対価の支払い期限は令和７年３月３１日までとなっております。売買価格につきましては、１

６，３５０，０００円。反当価格は１０４，０００円となっております。こちら農地売買等事業に

係る早期売渡の案件となっております。あと１年残していましたが今回切り上げての売買となりま

した。前所有者は〇〇の〇〇さんです。以上です。 
会長  ありがとうございました。担当、藤田委員。 
藤田委員 こちら〇〇さんから公社へ。その後、公社から〇〇さんといったものになります。〇〇さんが来

年、法人化されることもあり、準備金を崩して早期に買入をしたいという話しでした。特段問題な

いと思いますが、慎重審議のほどよろしくお願いします。 
会長  ありがとうございます。只今の件につきまして、皆さんからご質問等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは決定いたします。続きまして４０番。 
武田主任  ４０番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇

〇。現況地目「田」。面積が７，２９４㎡。売買となっております。所有権移転日、本日。対価の支

払い期限が令和６年１１月３０日までとなっております。売買価格につきましては２，８６０，０

００円。反当価格は、地番図をご覧いただきたいのですが、田が３枚あるうちの手前道路側１枚が

４００，０００円、ほか２枚が４５０，０００円となっております。以上です。 
会長   ありがとうございました。担当、野々瀬委員。 
野々瀬委員  はい。〇〇さんより農地売買の相談がありまして、耕作をされている〇〇さんにお話しをしたと

ころ快く引き受けていただき、今回の案件となっています。反当価格についてですが、道路側１枚

について粘土地となっていて耕作しづらいということで価格設定させていただいております。〇〇

さんにおかれましては、効率的に耕作もされておりまだまだ頑張っていただきたいと思っておりま

す。問題ない案件と思いますが、慎重審議よろしくお願いします。 
会長 はい。ありがとうございます。只今、担当委員から説明ありましたが、こちらの案件につきまし

て、皆さんからご質問等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは決定いたします。続きまして４１番、お願いいたします。 
武田主任 ４１番。所有権移転を受ける者〇〇。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。

現況地目「田」ほか８筆。総面積２４，０５４．０８㎡。こちら売買となっております。所有権移転

日は本日。対価の支払い期限は令和６年１１月３０日までとなっております。売買価格につきまし

ては４，８０５，０００円。反当価格は地番図でいう〇〇-〇〇、〇〇の所が３００，０００円、そ

の右側にある〇〇-〇〇が２７０，０００円、その下にある畑が１５０，０００円となっております。

以上です。 
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会長   ありがとうございました。担当、安藤委員。 
安藤委員  事務局の説明があったとおりでございます。〇〇さんにおかれましては、お父さんを亡くされま

して相続しております。また、忠栄にお住いでした〇〇さんが親戚で、その方がご存命のときは、

〇〇さんに色々と相談をされて農地を所有されていたそうなのですが、相談する方もいなくなり、

ご自身が遠方にお住いとのことから売買の相談を受けました。耕作されておりました〇〇さんへお

話しをしたところ快諾していただきあっせんとなりました。反当価格なのですが、相場を３００，

０００円としております。先ほど説明もありましたが、地図上の左側２枚は形が変なところもあり

ますが四角一枚とさせていただき３００，０００円。右側の６６６－８は、若干耕作しづらい形状

となっていることから２７０，０００円とつけさせていただきました。畑は、３００，０００円の

半分１５０，０００円としています。〇〇さんにおかれましては、〇〇さん２人と一緒にしっかり

と会社経営をされていますので何ら問題ないかとは思っています。慎重審議のほど、よろしくお願

いします。 
会長 はい。ありがとうございます。只今、担当委員から説明ありましたが、この件につきまして、皆

さんからご質問等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは決定いたします。続きまして利用権設定関係、よろしくお願いいたします。 
武田主任  利用権設定新規案件です。４２番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者、北海

道農業公社。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「畑」ほか２筆。総面積２０，８４７㎡。こちら

貸借権の設定で賃貸借となっております。利用権の設定の始期については、１０月３０日から令和

１１年８月２９日までの５年間となっております。賃貸料は、売買価格８，６７６，０００円の１％

である８６，７６０円となっております。こちら公社の農地売買等事業による一時貸付の案件とな

っております。以上です。 
会長  ありがとうございます。担当、安藤委員。 
安藤委員  事務局の説明があったとおりであります。公社案件です。今回借りられる〇〇さんですが、お父

さんから継承し、２年ほど前から耕作されています。経営的にも問題ないと判断させてもらってい

ます。何ら問題ないかとは思いますが、慎重審議のほどよろしくお願いします。 
会長 ただいま担当から説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは決定いたします。 

 
【議案】旧農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による要請について 
会長  続きまして、日程第５議案第２号、旧農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による要請につい

て事務局より説明願います。 
武田主任  はい。それではこちら農用地の買入協議について説明いたします。今月は１件となっております。

番号３番。申出人〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか２筆。総面積が４４，

８３０㎡。あっせんの申出年月日につきましては８月７日となっております。こちら面積が広大で

あり、あっせんでの調整がうまくいかなかったため今回公社に買入協議の要請を行うこととなって

おります。以上です。 
会長  はい。それでは担当委員より説明願います。 
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伴野代理  只今、事務局から説明のあったとおりでございますけど、〇〇さんですが、〇〇地区で農業をさ

れていました〇〇さんの娘さんであります。〇〇さんがお亡くなりになり相続されています。この

地区ですが、このあたり国営事業の設計作業が入りまして、これを機会に処分をしたいとの旨、申

し出のあったものであります。反当価格は、この地区の相場であります４００，０００円とさせて

いただきました。補足でございますが、公社買入協議後、受けていただけることとなっている〇〇

となっております。〇〇さんも問題なく、引き受けていただき公社買入となりました。問題なかろ

うと思いますけど、慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 はい。ありがとうございます。ただいま担当から説明ありましたが、この件に関しまして皆さん

からご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは、申出者及び公社への買入協議を行う旨の通知をされるよう要請します。 

 
【議案】あっせん委員の指名について 
会長  続きまして、日程第６議案第３号、あっせん委員の指名について事務局より説明願います。 
武田主任  はい。それではあっせん申し出のあった案件について、説明いたします。１０番申出人住所〇〇、

氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積２０，７０９㎡。です。１１番申出

人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在地〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積５，６２２㎡です。

１２番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在地〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか２筆。総

面積１６，５１３㎡です。１３番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在地〇〇。地番〇〇-〇〇。現

況地目「田」。面積４，７１２㎡です。１４番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在地〇〇。地番〇

〇-〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積２２，０５０㎡。です。１５番申出人住所〇〇、氏名〇

〇さん。所在地〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか３筆。総面積３９，２９９㎡。です。１

６番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在地〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか４筆。総面

積１２，４１４㎡。です。１７番申出人住所〇〇、氏名〇〇。所在地〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地

目「畑」ほか５筆。総面積１５１，７５２㎡です。１８番申出人住所〇〇、氏名〇〇。所在地〇〇。

地番〇〇-〇〇。現況地目「畑」。面積６，６６８㎡です。すべて農振農用地区域内で申し出理由売買

です。以上です。 
会長  はい。ありがとうございました。あっせん委員の指名ですが会長一任でよろしいですか。 
各委員  （異議なし） 
会長 それでは指名させていただきます。１０番、伴野代理、伊藤委員、野々瀬委員。１１番、１２番、

１３番、１４番、１５番、伴野代理、伊藤委員、私です。１６番、伴野代理、伊藤委員、栗本委員、

西村委員。１７番、１８番、伴野代理、伊藤委員、前田委員、伴野竜太委員。以上よろしくお願いい

たします。 
 
【議案】東神楽町農業振興地域整備計画の変更について 
会長  続きまして、日程第７議案第４号、東神楽町農業振興地域整備計画の変更について事務局より説

明願います。 
武田主任  はい。それでは東神楽町農業振興地域整備計画の変更につきまして、説明いたします。議案第４

号資料と書かれたものになります。産業振興課より農振農用地からの除外の意見照会をいただいて
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おりまして、当委員会にて審議し問題なければその旨回答するような形となっております。〇〇の

〇〇さんより、資料にあります敷地を駐車場用地とするために農振農用地区域からの除外申請がな

されたものです。位置図、図面等については資料のとおりとなります。また、農地転用の必要性に

ついてですが、来月の総会にて審議していただく予定となっておりますが、農地区分や転用理由に

つき許可見込みで進めます。以上です。 
会長  事務局から説明ありましたが、皆さんからご意見等ありましたらお願いします。 
各委員  （ありませんとの声） 
会長  支障ないとしてよろしいですか。 
各委員  （異議なし） 
会長  それでは、支障ないとして意見を付し、回答します。 

 
【その他】 
会長  続きまして、日程第７その他についてお願いいたします。 
事務局  ①１１月総会の日程について 

 ②農地パトロール（利用状況調査）総括 
 ③令和７年１月からの参考賃借料（全町一本型）について 
 ④１２月開催研修会について 

 


